
　　機体質量３トン未満の小型車両系建設機械の運転業務は、労働安全衛生法の定めにより

　　「小型車両系建設機械の、運転業務に係る特別教育」を修了した者でないと、従事できない事

　　になっております。つきましては、標記特別教育を下記により開催いたしますので、

１． 日 時 ：

２． 会 場 ： 鳥取県立米子産業体育館≪小会議室≫

３． 受 講 料 ： ￥10,000－ （テキスト、消費税を含む）

４． 受講資格 ： 満18才以上の方 （男女とも受講可能）

５． 申込期日 ： 2026年6月12日（金）

６． 持 参 品 ： 受講料、筆記用具、写真１枚（縦３ｃｍ×横２.４ｃｍ）
※昼食は各自でご用意願います。（外食可能）

７． 申込方法 ： 下記宛に安全衛生教育仮申込書を、郵送又はＦＡＸにより送付願います

８． 定　　　員 ： 30名(定員になり次第、お断りさせていただく場合があります）

９． 実　　　技 ： 本講習の実技は各事業所内で実施して頂き、その証明として
後日「実技修了証明書」を提出して頂くものとします。

10． そ　の　他 ： 受講希望者が一定人数以下の場合は、中止とさせていただく場合があります。

〒689-3546
鳥取県米子市熊党125-1 ＴＥＬ．0859-27-3545
（株） 原   商   米子支店 ＦＡＸ．0859-27-3282

担当　：　石原

㈱原商 米子支店 行

(FAX：0859-27-3282)

フリガナ

（〒           －             ） 当日連絡先（ ）

（〒            －               ）

現住所

会社名
（ＴＥＬ 　　　　                              ）
（FAX　　　　　                              ）

　　受付 9：15～ 講習 9：30～

6/29　特別教育仮受講申込書

生年月日 年          月          日 
氏  名

　　　　　　キリトリ線

　　（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

　　　小型車両系建設機械の運転業務

　　この機会に受講され資格を取得されます様、ご案内申し上げます。

記

2026年6月29日（月）

　　米子市東福原8丁目27番1号　　TEL：0859-35-0611

【申込先】

【　特　別　教　育　の　ご　案　内　】
小型車両系建設機械の運転業務

（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

2026年5月吉日

株式会社 原商

安全衛生管理委員会


